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羽村・瑞穂地区学校給食組合 人事行政の運営等の状況の公表について 

 

 

羽村・瑞穂地区学校給食組合における人事行政の運営等の状況について、地域住民の 

皆さまに広く知っていただき、この公正性と透明性を高めるため、「羽村・瑞穂地区学校  

給食組合人事行政の運営等の公表に関する条例」に基づき、前年度における職員の任免  

状況、給与の支給状況、勤務条件などについて、その概要をお知らせします。 

 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

(1) 職員の新規採用の状況                      （単位：人） 

男 女 合計 

0 0 0 

 

(2) 職員の退職の状況                        （単位：人） 

定年退職 普通退職 勧奨退職 懲戒免職 死亡退職 合計 

0 0 0 0 0 0 

 

(3) 職員数の状況                          （単位：人） 

区分 
職員数 

対前年増減数 
令和４年度 令和３年度 

一般行政職 9 10 △1 

技能労務職 13 13 0 

合計 22 23 △1 

＊各年４月１日現在 ＊再任用職員を含みます。 

 

 

２ 職員の人事評価の状況 

 

職員一人ひとりの仕事の成果や職務遂行能力を「業績評価」及び「能力・行動評価」の

２つの項目に基づき、毎年度１月１日を基準日として人事評価を行っています。 
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３ 職員の給与の状況 

 

(1)職員の給与                        （令和４年度決算） 

職員数 

（A） 
給料 職員手当 期末・勤勉手当 

計 

（B） 

一人当たり給与年額 

(B/A) 

22 人 84,493 千円 12,399 千円 34,652 千円 131,544 千円 5,979 千円 

＊職員手当には、退職手当、児童手当は含みません。（再任用職員を含みます） 

＊職員数は令和４年４月１日現在 

 

(2) 職員の平均給料月額、平均給与月額、平均年齢     （令和４年４月１日現在） 

一般行政職 技能労務職 

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

370,700 円 401,900 円 47.2 歳 300,300 円 335,000 円 53.7 歳 

＊平均給与には、期末・勤勉手当、退職手当及び児童手当は含みません。 

＊地方公務員給与実態調査による数値です。 

＊再任用職員は含みません。 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

(1) 職員の勤務時間 

職員の勤務時間は、午前８時から午後４時４５分まで（休憩時間は正午から午後 

１時まで）です。勤務時間は週３８時間４５分を原則としています。 

 

(2) 職員の休暇 

職員の休暇には、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間があり

ます。 

①年次有給休暇の平均取得状況                   （単位：日） 

区分 平均日数 

令和４年１月１日～令和４年１２月３１日 16.8 

②特別休暇の種類 

公民権行使等休暇、交通機関等事故休暇、災害休暇、慶弔休暇、妊娠出産休暇、

妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊娠通勤時間、育児時間、

出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、子の看護休暇、ドナー休暇、ボランティ

ア休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇及び短期の介護休暇があります。 
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５ 職員の休業に関する状況 

 

取得状況                              （単位：人） 

区分 男性職員 女性職員 合計 

育児休業 0 1 1 

部分休業 0 1 1 

 

 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

(1) 分限処分 

分限処分は地方公務員法の規定に基づき、公務能率の維持向上を目的に、任命権者

が職員の意に反して、降任、免職、休職の処分を行うものです。 

                                   （単位：件） 

区分 降任 免職 休職 合計 

勤務実績がよくない場合 0 0 0 0 

心身の故障の場合 0 0 0 0 

その他適格性の欠如 0 0 0 0 

職制・定数の改廃など 0 0 0 0 

刑事事件に関する起訴 0 0 0 0 

 

(2) 懲戒処分 

懲戒処分は地方公務員法の規定に基づき、公務における規律と秩序の維持を目的と

して、任命権者が職員に対して、戒告、減給、停職、免職の処分を行うものです。 

                                   （単位：件） 

区分 戒告 減給 停職 免職 計 

法律に違反した場合 0 0 0 0 0 

職務上の義務に違反し、又は職務を怠った

場合 
0 0 0 0 0 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行が

あった場合 
0 0 0 0 0 



- 4 - 

７ 職員の服務の状況 

 

地方公務員法では、職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行

にあたっては全力を挙げて専念しなければならないという服務が規定されています。また、

法令や上司の職務上の命令に従う義務や守秘義務などが課せられています。 

                     （単位：人） 

区分 違反数 

職務命令などに従う義務 0 

信用失墜行為の禁止 0 

守秘義務 0 

職務専念義務 0 

政治的行為の禁止 0 

営利企業などの従事制限 0 

 

 

８ 職員の退職管理の状況 

 

当該年度末における退職者（課長職以上）の再就職などの状況      （単位：人） 

区分 組合再任用職員 民間企業など 再就職なし 

人数 0 0 0 

 

 

９ 職員の研修の状況 

 

職員の能力の開発向上を目的として各種研修を行っています。      （単位：人） 

区分 受講者のべ人数 備考 

派遣研修 2 
東京都市町村職員研修所（アサーティブコミュニケー

ション、問題解決） 

庁内研修 10 アサーティブコミュニケーション研修 
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１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

地方公務員法では、職員の厚生福利を図ることを目的として、厚生制度と共済制度を 

規定しています。それぞれの実施主体は、厚生制度が羽村・瑞穂地区学校給食組合職員  

互助組合、共済制度が東京都市町村職員共済組合で、主な事業内容は次のとおりです。 

また、厚生福利制度とは別に、職員の公務上の災害、通勤時の災害により職員が負傷等

又は死亡した場合などの補償を目的として、公務災害補償制度が規定されています。 

 

(1) 厚生福利制度 

実施主体 内容 

羽村・瑞穂地区学校給食組合

職員互助組合 

職員の冠婚葬祭に対する給付事業、職員の親睦を図るため

の厚生事業などを実施。 

事業は、組合から交付される負担金と職員の会費で運営。 

東京都市町村職員共済組合 

職員及びその家族の病気などに対して給付を行う「短期 

給付事業」、職員の退職、障害、死亡などに対して年金又は

一時金の給付を行う「長期給付事業」、健康保持増進などを

目的として行う「福祉事業」の事業を実施 

 

(2) 公務災害補償                          （単位：件） 

区分 令和４年度 令和３年度 

公務災害 0 0 

通勤災害 0 0 

 

 

１１ 公平委員会の業務の状況 

 

職員は公平委員会に対し、給与・勤務時間そのほかの勤務条件に関する要求や、懲戒そ

のほか意に反する不利益な処分に関し、不服の申立てをすることができます。 

（単位：件） 

区分 令和４年度 令和３年度 

勤務条件に関する措置要求 0 0 

不利益処分に関する不服申立て 0 0 

 


